
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一

令

和

八

年

号

外

三
四

三
月
三
十
一
日

（　火 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
病
院
局
管
理
規
程

大
分
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
病
院
事
業
会
計
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
　
　
　
病
院
局
訓
令

大
分
県
病
院
事
業
物
品
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
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病
院
局
管
理
規
程

　

大
分
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
病
院
局
長　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

昌　
　
　

司　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
四
号

　
　
　
大
分
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
消
化
管
内
科
部
」
を
「
消
化
管
・
肝
胆
膵す

い

内
科
部
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号

を
削
り
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
か
ら
第
四
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
、
同
項
第
五
十
号
中
「
情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
室
」
を
「
Ｄ
Ｘ
推
進
室
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
九

号
と
し
、
同
条
第
六
項
の
表
の
総
務
経
営
課
の
項
中
「
経
営
・
企
画
班
」
の
下
に
「
、
Ｄ
Ｘ
推
進
班
」
を
加

え
、
同
表
の
会
計
管
理
課
の
項
中
「
会
計
管
理
課
」
を
「
管
財
課
」
に
改
め
、
「
会
計
班
、
」
を
削
る
。

　

第
六
条
第
一
項
の
表
の
情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
室
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

Ｄ
Ｘ
推
進
室

一　

デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
に
係
る
総
合
企
画
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

二　

デ
ジ
タ
ル
技
術
に
係
る
危
機
管
理
等
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

デ
ジ
タ
ル
イ
ン
フ
ラ
の
構
築
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
六
条
第
二
項
の
表
の
総
務
経
営
課
の
項
中
第
九
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第

七
号
の
次
に
次
の
八
号
を
加
え
る
。

　

八　

決
算
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

　

九　

資
金
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

　

十　

営
業
外
収
益
の
調
定
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
一　

諸
収
入
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

諸
支
出
の
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

予
算
の
経
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
四　

現
金
及
び
有
価
証
券
の
出
納
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
六
条
第
二
項
の
表
の
会
計
管
理
課
の
項
中
「
会
計
管
理
課
」
を
「
管
財
課
」
に
改
め
、
同
項
分
掌
事
務

の
欄
中
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
り
、
第
八
号
を
第
一
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
七
号

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
病
院
局
理
事
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
病
院
局
次
長
」
を
「
病
院
局

理
事
又
は
病
院
局
次
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
病
院
局
次
長
」
を
「
病
院
局
理
事
及
び
病
院
局
次

長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
病
院
事
業
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
病
院
局
長　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

昌　
　
　

司　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
五
号

　
　
　
大
分
県
病
院
事
業
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
病
院
事
業
会
計
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
会
計
管
理
課
長
」
を
「
総
務
経
営
課
長
及
び
管
財
課
長
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
企
業
出
納
員
は
、
院
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
払
込
書
に
よ

（
病
院
局
管
理
規
程
）
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十
一
日

大
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二

　

ら
ず
、
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
現
金
を
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
預
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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大
分
県
病
院
局
訓
令
第
三
号

本　
　
　

局　

　
　

病　
　
　

院　

　

大
分
県
病
院
事
業
物
品
取
扱
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
病
院
局
長　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

昌　
　
　

司　

　

第
五
条
第
一
項
中
「
会
計
管
理
課
長
（
以
下
「
会
計
管
理
課
長
」
を
「
管
財
課
長
（
以
下
「
管
財
課
長
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
、
同
条
第
二
項
及
び
第
六
条
の
規
定
中
「
会
計
管
理
課
長
」
を
「
管
財
課
長
」
に
改

め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
会
計
管
理
課
」
を
「
管
財
課
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
会
計
管
理
課
長
」
を

「
管
財
課
長
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
会
計
管
理
課
」
を
「
管
財
課
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
中
「
会
計
管
理
課
長
」
を
「
管
財
課
長
」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「会

計
管
理
課
長

」
を
「管

財
課
長

」
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「会

計
管
理
課
長

」
を
「総
務
経
営
課
長

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
四
号

本　
　
　

局　

　
　

病　
　
　

院　

　

大
分
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
病
院
局
長　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

昌　
　
　

司

（
病
院
局
管
理
規
程
・
病
院
局
訓
令
）

　

第
十
五
号
様
式
の
注
を
同
様
式
の
注
２
と
し
、
同
様
式
に
注
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
１　

「氏
名

」は

､
「氏

」の
み
を
記
載
し

､及
び
平
仮
名
で
表
記
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


